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 「日本ブランド」とは何か 

分野横断的な日本ブランド、分野別の日本ブランドについて、今後特に力を入れるべきものをイメージできる形

にする（「選択と集中」へつながる）。私見としては、アニメ、コミック、日本食等に加え、ポップカルチャーを軸とし

た音楽、ファッション、携帯電話、車、家電等関連のコンテンツ等。 

◆ 「日本ブランド」を確立するには 

 「日本ブランド」たる創作力を持つ作家・監督等人材を育て、その人材の国際感覚、国際経験を高めること 

 業界を超えた制作部門の連携、及び制作部門とプロデューサーもしくはビジネス感覚を持つ人材の連携 

◆ 「日本ブランド」を発信するには 

 支援組織や窓口の一本化 

利用者が利用しやすく、施策の重複を避けるために、ワンストップ窓口、窓口の一本化をおこなう。 

施策の検討、策定、実施の中央センターを作り、どこからでも、いつでも、やる気と才能ある人ならば誰でも

アクセスできる、“見える窓口”をつくり、また、作家・監督、制作集団が抱える問題をくみ上げ、“現場の声”

を反映した対策も行う。独立系作家や起業まもない若手も利用しやすい窓口が必要である。 

 「日本ブランド」の海外への発信、選択と集中の戦略 

官民が連携し、最適な市場に最適な「日本ブランド」を送り出す。 

発信の場、すなわち対象市場の情報収集と攻略対策をおこない、「日本ブランド」たる制作集団の個性に

合った発信の場を選択する。 

 海外市場の積極的な開拓のための支援 

海外市場の開拓のためのポイントは、①国際映画祭やＪＡＰＡＮ ＥＸＰＯ等のイベント、②地元メディアとの

連携、③事前のディストリビューション（宣伝等）なので、①ないし③の前提としてイベント情報等を現場に提

供し、地元メディアとの連携、事前のディストリビューションに支障がないよう、国レベルでメディアやインフラ、

イベントに対して支援をする。 

 制作の技術・環境の整備 

企業や公的機関に分散する技術力や制作・発表環境を、無名の作家や若手、独立系作家・制作会社など

が利用できる仕組みを作り、効果的に運用する。技術・環境を持たない、「潜在的な日本ブランド」を不利

な立場に放置しない。 

 「日本ブランド」のオンライン発信 

ネットを活用して、「日本ブランド」の情報を全世界に発信し続ける仕組みを作る。 

 国際合作の増強 

世界の流通状況では、日本単独製作作品が市場に出る機会は限られる。その対策として、国際合作は資

金調達のみならず、流通確保の点からも有効と考えられる。 

国際合作に関する種々の基礎情報も、一本化した窓口で収集整理、開示することが望ましく、その強化が

必要である。 

 税制の優遇措置 

例えば、国際合作の誘致目的で、国際合作作品に関しては税制面での優遇措置を設ける。また民間企業

が、イベントの後援や独立系作家等に資金提供する場合に、税制面での優遇措置を設ける。 
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 ますます広がるテレビ番組による海外発信 

民放各局では、ドラマ、バラエティなどを中心にテレビ番組の海外セールスを

積極的に行っており、コンテンツを通して日本のブランド、文化を海外に伝え

る役割を果たしている。 
例えば、アジアを中心に日本の若者向けドラマの人気が非常に高まっており、

テレビ番組のセールスにより、日本の文化やコンテンツに対する理解や受容性

が高まっている。 
また、最近の傾向として、ドラマや劇場映画のリメイク権の販売が活発になっ

ており、日本発の企画や脚本をベースに、各国で新たなコンテンツが生み出さ

れている。 
バラエティ番組の企画自体を販売するフォーマットセールスも好調で、全米ネ

ットワークやアジア各国の放送局、番組制作会社を対象に、大きく売上を伸ば

している。さらに、番組に関連するイベントの権利をセールスするようなケー

スも出ており、従来型の番組販売が成立しない場合でも、さまざまな形で日本

のテレビ番組のクオリティ、エンターテイメント性の高さを伝えている。 
このように、コンテンツ自体の販売に限らず、関連するさまざまなライツを開

発、提供してゆくことにより、日本ブランドの発信を強化してゆくことが可能

である。 
 
 国際的な取り組みによる市場の健全性確保 
海外への発信を強化するにあたっては、世界的なレベルで、健全なコンテンツ

ビジネスを成立させるための環境整備が不可欠である。例えば、インターネッ

トの動画投稿サイトでは、多数のコンテンツが無許諾で配信されており、放送

局も削除の要請を繰り返しているが、未だ有効な解決策は見出せていない。特

に、海外の事業者による配信の場合には、協議のテーブルに着くことさえでき

ないケースもある。 
海外にコンテンツを販売しようとしても、現地の市場に海賊版が出回っていた

り、動画投稿サイトで違法な配信が横行したりしていては、ビジネスの成立は

困難である。 
日本の地上デジタル放送では世界に先駆けて RMP を導入し、権利保護に取り

組んでいるが、海外への発信を推進してゆくためには、国際的な枠組みで実効

性のある不当なコンテンツ利用への対策を講じてゆくことが不可欠である。 
コンテンツの権利保護は、世界各国のクリエーターや権利者の共通の関心事で

あり、各国の協力のもと、技術面、制度面を含めて幅広い視野で対策を検討す

るような場を設けることが必要ではないだろうか。 
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第 3回コンテンツ・日本ブランド専門調査会付議資料 

2007年 7月 11日 

株式会社スクウェア・エニックス 

代表取締役社長 和田 洋一 

 

日本ブランド戦略構築に際しての検討課題 
 

１．「日本ブランド」構築の政策目的の明確化 

「日本ブランド」は、当初、(i)食文化、(ii)地域ブランド、および(iii)ファッションの 3分野

を主たる対象として検討されてきましたが、知的財産推進計画 2008 において、「分野横断

的」な日本ブランド戦略の構築の方針が打ち出されております。ブランドは、個別具体の

商品・サービスに付随して構築し、あるいは結果として醸成されるものであるところ、既

存 3 分野に留まらず、コンテンツ、伝統文化等も包含する広範な概念としての「日本ブラ

ンド」を構築するためには、その政策目的を相当程度具体化しておく必要があると考えま

す。「日本ブランド」を構成する個別の産業・芸術芸能分野、および地域を特定し、各々に

ついて振興、保護、誘致などの戦略目的を明確にしておかないと、「分野横断的」な取り組

みをどのように進めていくかといった戦術の議論を進められないものと思料いたします。 

 

２．「日本ブランド」構築の定量目標の設定 

当然のことながら、ブランドの構築には一定の費用と時間を要します。他方、ブランド構

築による効用は、超過収益であります。「日本ブランド」の超過収益として、どれくらいの

経済効果の創出を目指すのか、そのためにどれだけの費用と時間をかけるのかを、定量的

政策目標として掲げる必要があると考えます。「日本ブランド」のような抽象的な概念を取

り扱おうとしているだけに、極力、定量的な議論をしないと、単なる掛声倒れに終わって

しまうおそれがあるものと懸念いたします。 

 

３．ブランドとコンテンツの関係整理 

今後、「日本ブランド」の対象としてコンテンツを取り込むに際し、注意すべき点が二点あ

ります。第一に、第 2 回専門調査委員会の審議において弊社より指摘した通り、ネットワ

ーク上を流通するデジタル・コンテンツの特殊性を十分意識した議論が必要であります。

デジタル・コンテンツは、国境を超えて瞬時に伝播する一方、複製・改変が容易であり、

それがネット上に独自の文化・コミュニティを形成する原動力ともなっております。その

ような特質をもつデジタル・コンテンツを活用して「日本ブランド」を構築することの意

義と課題を認識する必要があります。第二に、コンテンツに係るブランド・イメージは変

化・遷移しやすいことに留意すべきです。世界的に受容されるコンテンツは、大なり小な

りに地域性と凡世界性を兼備していますが、普及の過程で、そのバランスが連続的に変化

していきます。「日本アニメ」「日本ゲーム」のイメージも、各々の市場が世界的に拡大し、

多様化する中で、経時的に変化していることに注意すべきと考えます。 

以上 
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平成２０年７月１４日 
内閣官房 知的財産戦略推進事務局 御中 
 

弁理士 佐 藤 辰 彦 
 

日本ブランドの確立と発信に関する提案 
 
日本ブランドを振興して海外にアピールしていくためには、何よりも日本の

文化や伝統技術をもって海外の多くの分野で活躍するプレイヤーを増やすこと

が重要である。 
食文化においては伝統的な日本食と区別される「フュージョン」と称される

ような日本食も出現している。海外における日本食がローカライズされること

は当然であるが、なかには日本食とは言い難いものまで出回っている。これは、

日本人が海外において日本食文化を強く展開して来なかったために起こった結

果であると考える。 
日本の文化を知悉している者と知らない者が日本文化を展開する際には自ず

と結果が異なることは当然である。日本人及び日本文化を知悉する者がプレイ

ヤーとして海外で活動していくことが、こういった状況を打破すると考える。 
また、ファッションについても海外において活躍する人材（日本人）が少な

ければ日本のブランド力に結びつかないことは当然である。 
日本から海外へ発信するだけではなく、日本人が海外で活躍するための施策

の展開の強化が必要であり、その仕組づくりと人材育成に取組むべきである（具

体的には以下の３点）。 
 
１．若く意欲のある人材が日本文化や伝統技術をもって海外で活躍できるよう

にするための教育の展開 
伝統工芸の団体、調理学校等の専門学校、大学等の教育研究機関において、

海外進出にチャレンジしていく能力や精神を身につけさせるための教育を行

う仕組を作るべきである。 
 
２．政府による海外進出のためのロードマップの作成 

政府が、教育に関連する問題等を検討したうえで、意欲を持つ人達に海外

において成功するという気持ちを持たせるような仕組を作るべきである。（例．

成功事例創出のための取組など） 
 
３．海外進出の支援の強化 

中小企業庁が既に JAPAN ブランド育成支援事業を展開しているところで

あるが、JETRO の海外進出企業支援などと連携して、日本固有の文化に根

付いた食文化やファッション・伝統工芸などを海外でビジネスとして展開す

るプレイヤーの支援を更に強化すべきである。即ち、これらのプレイヤーに

フォーカスした資金援助や組織・機構の整備に取組むべきである。 
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